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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に液体を収納可能な液体収納容器であって、
　前記液体収納容器の外壁は、第１の面と、前記第１の面に隣接し互いに対向する第２の
面及び第３の面と、前記第１の面、前記第２の面及び前記第３の面に隣接する第４の面と
を有し、
　前記第１の面と前記第２の面との境界及び前記第１の面と前記第３の面との境界は、前
記第１の面と前記第４の面との境界よりも長く、
　前記第１の面には、前記液体収納容器に関する情報を記憶する記憶素子を収納する空間
があり、前記第１の面及び前記第２の面には、前記第１の面と前記第２の面との前記境界
を跨ぐ第１の凹部があり、前記第１の面及び前記第３の面には、前記第１の面と前記第３
の面との前記境界を跨ぐ第２の凹部があり、
　前記第１の凹部及び前記第２の凹部は、前記空間を挟んで対向し、
　前記第１の凹部の内部には梁があることを特徴とする液体収納容器。
【請求項２】
　前記液体収納容器は、液体を吐出する液体吐出装置に装着され、内部に収納された液体
を前記液体吐出装置に供給する供給口を有する請求項１に記載の液体収納容器。
【請求項３】
　前記供給口は、前記第１の面にある請求項２に記載の液体収納容器。
【請求項４】
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　前記第１の面及び前記第４の面には、前記第１の面と前記第４の面との前記境界を跨ぐ
第３の凹部がある請求項１乃至３のいずれかに記載の液体収納容器。
【請求項５】
　前記第３の凹部は複数存在する請求項４に記載の液体収納容器。
【請求項６】
　前記第３の凹部は前記第２の面に対して平行な方向に延在する側壁を有する請求項４又
は５に記載の液体収納容器。
【請求項７】
　前記梁は、前記第１の凹部の底部から前記第１の面と前記第２の面との境界に対して垂
直に延在している請求項１乃至６のいずれかに記載の液体収納容器。
【請求項８】
　前記梁は、前記第１の凹部の片方の側壁から他方の側壁へと延在し、前記第１の面と前
記第２の面との境界に対して平行である請求項７に記載の液体収納容器。
【請求項９】
　前記梁は、前記第１の凹部の底面から前記第１の面と前記第２の面との境界に対して垂
直に延在している梁と、前記第１の凹部の片方の側壁から他方の側壁へと延在し前記第１
の面と前記第２の面との境界に対して平行な梁とを含む請求項７に記載の液体収納容器。
【請求項１０】
　前記梁は前記液体収納容器の種類に応じて一部が除去されている請求項７乃至９のいず
れかに記載の液体収納容器。
【請求項１１】
　前記記憶素子は前記液体収納容器に対して相対的に移動可能に配置されている請求項１
乃至１０のいずれかに記載の液体収納容器。
【請求項１２】
　前記第１の凹部の前記第１の面からの深さをＺ２、前記第１の凹部の深さの方向に沿う
前記記憶素子の前記第１の面からの長さをＺ３としたとき、Ｚ３＜Ｚ２である請求項１乃
至１１のいずれかに記載の液体収納容器。
【請求項１３】
　前記第１の面側からみて前記第２の面に平行な方向において、前記第１の凹部の幅は、
前記空間の幅に対し±５０％以内である請求項１乃至１２のいずれかに記載の液体収納容
器。
【請求項１４】
　前記液体収納容器は、前記液体を収納するケースと、前記ケースの少なくとも一部を覆
うカバーとを有し、前記第１の凹部及び前記第２の凹部は前記カバーの外壁に設けられて
いる請求項１乃至１３のいずれかに記載の液体収納容器。
【請求項１５】
　内部に液体を収納可能な液体収納容器であって、
　前記液体収納容器の外壁は、第１の面と、前記第１の面に隣接し互いに対向する第２の
面及び第３の面を有し、
　前記第１の面には、前記液体収納容器に関する情報を記憶する記憶素子を収納する空間
があり、前記第１の面及び前記第２の面には、前記第１の面と前記第２の面との境界を跨
ぐ第１の凹部があり、前記第１の面及び前記第３の面には、前記第１の面と前記第３の面
との境界を跨ぐ第２の凹部があり、
　前記第１の面側から見て、前記第１の凹部及び前記第２の凹部は、前記空間を挟んで対
向し、それぞれ両側の部分が突出し両側の部分に囲まれた部分が凹部となっており、
　前記第１の凹部の前記第１の面からの深さをＺ２、前記第１の凹部の深さの方向に沿う
前記記憶素子の前記第１の面からの長さをＺ３としたとき、Ｚ３＜Ｚ２であることを特徴
とする液体収納容器。
【請求項１６】
　内部に液体を収納可能な液体収納容器であって、
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　前記液体収納容器の外壁は、第１の面と、前記第１の面に交差する面に平行な互いに対
向する第２の面及び第３の面と、前記第１の面と対向する面を有し、
　前記液体収納容器に関する情報を記憶する記憶素子が取り付けられた領域と、
　前記第１の面から前記第１の面と対向する前記面に向かう方向に、くぼんだ第１の凹部
と第２の凹部とを有し、
　前記第１の凹部は前記第２の面に開放され、
　前記第２の凹部は前記第３の面に開放され、
　前記記憶素子が取り付けられた前記領域は、前記第１の面側からみて前記第１の凹部と
前記第２の凹部によって挟まれ、
　前記第１の面側から見て、前記第１の凹部及び前記第２の凹部は、前記領域を挟んで対
向し、それぞれ両側の部分が突出し両側の部分に囲まれた部分が凹部となっており、
　前記第１の凹部の前記第１の面からの深さをＺ２、前記第１の凹部の深さの方向に沿う
前記記憶素子の前記第１の面からの長さをＺ３としたとき、Ｚ３＜Ｚ２であることを特徴
とする液体収納容器。
【請求項１７】
　前記第１の凹部は、前記第１の面側からみて前記第２の面と交差する面に平行な、互い
に対向する壁によって画定されている請求項１６に記載の液体収納容器。
【請求項１８】
　前記第１の面側からみて前記第２の面に平行な方向において、前記第１の凹部の幅は、
前記記憶素子が取り付けられた前記領域の幅に対し±５０％以内である請求項１６又は１
７に記載の液体収納容器。
【請求項１９】
　前記記憶素子は、前記第１の面から前記第１の面と対向する前記面に向かう方向に、く
ぼんだ空間の一部に取り付けられ、前記第１の凹部及び前記第２の凹部は、前記空間を挟
んで対向する請求項１６乃至１８のいずれかに記載の液体収納容器。
【請求項２０】
　前記液体収納容器は、液体を吐出する液体吐出装置に装着され、内部に収納された液体
を前記液体吐出装置に供給する供給口を有する請求項１６乃至１９のいずれかに記載の液
体収納容器。
【請求項２１】
　前記第１の面から前記第１の面と対向する前記面に向かう方向に、くぼんだ第３の凹部
を有し、前記第３の凹部は、前記第１の面、前記第２の面及び前記第３の面に隣接する第
４の面に開放されている請求項１６乃至２０のいずれかに記載の液体収納容器。 
【請求項２２】
　前記第１の面と前記第２の面との境界及び前記第１の面と前記第３の面との境界は、前
記第１の面と前記第４の面との境界よりも長い請求項２１に記載の液体収納容器。 
【請求項２３】
　内部に液体を収納可能な液体収納容器であって、
　前記液体収納容器の外壁は、第１の面と、前記第１の面に交差する面に平行な互いに対
向する第２の面及び第３の面と、前記第１の面と対向する面を有し、
　前記液体収納容器に関する情報を記憶する記憶素子が取り付けられた領域と、
　前記第１の面から前記第１の面と対向する前記面に向かう方向に、くぼんだ第１の凹部
と第２の凹部とを有し、
　前記第１の凹部は前記第２の面に開放され、
　前記第２の凹部は前記第３の面に開放され、
　前記第２の面側からみて、前記第１の凹部を通して、前記記憶素子が取り付けられた前
記領域の一部を画定し前記第２の面に沿う壁が見え、
　前記第３の面側からみて、前記第２の凹部を通して、前記記憶素子が取り付けられた前
記領域の一部を画定し前記第３の面に沿う壁が見え、
　前記第１の面側から見て、前記第１の凹部及び前記第２の凹部は、前記領域を挟んで対
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向し、それぞれ両側の部分が突出し両側の部分に囲まれた部分が凹部となっており、
　前記第１の凹部の前記第１の面からの深さをＺ２、前記第１の凹部の深さの方向に沿う
前記記憶素子の前記第１の面からの長さをＺ３としたとき、Ｚ３＜Ｚ２であることを特徴
とする液体収納容器。
【請求項２４】
　前記第１の凹部は、前記第１の面側からみて前記第２の面と交差する面に平行な、互い
に対向する壁によって画定されている請求項２３に記載の液体収納容器。
【請求項２５】
　前記第１の面側からみて前記第２の面に平行な方向において、前記第１の凹部の幅は、
前記記憶素子が取り付けられた前記領域の幅に対し±５０％以内である請求項２３又は２
４に記載の液体収納容器。
【請求項２６】
　前記記憶素子は、前記第１の面から前記第１の面と対向する前記面に向かう方向に、く
ぼんだ空間の一部に取り付けられ、前記第１の凹部及び前記第２の凹部は、前記空間を挟
んで対向する請求項２３乃至２５のいずれかに記載の液体収納容器。
【請求項２７】
　前記液体収納容器は、液体を吐出する液体吐出装置に装着され、内部に収納された液体
を前記液体吐出装置に供給する供給口を有する請求項２３乃至２６のいずれかに記載の液
体収納容器。
【請求項２８】
　前記第１の面から前記第１の面と対向する前記面に向かう方向に、くぼんだ第３の凹部
を有し、前記第３の凹部は、前記第１の面、前記第２の面及び前記第３の面に隣接する第
４の面に開放されている請求項２３乃至２７のいずれかに記載の液体収納容器。
【請求項２９】
　前記第１の面と前記第２の面との境界及び前記第１の面と前記第３の面との境界は、前
記第１の面と前記第４の面との境界よりも長い請求項２８に記載の液体収納容器。
【請求項３０】
　請求項１乃至２９のいずれかに記載の液体収納容器が装着された液体吐出装置。
【請求項３１】
　前記液体収納容器の前記第２の面及び前記第３の面は、前記液体収納容器を前記液体吐
出装置に装着する装着方向に対して平行に延在する面である請求項３０に記載の液体吐出
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体収納容器及び液体吐出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液体吐出装置に用いられる液体収納容器としては、液体吐出装置に対し着脱可能に構成
されているものがある。液体収納容器が液体吐出装置に対して着脱可能に構成されている
形式の液体吐出装置において、ユーザーが液体収納容器の着脱作業を行う場合に、液体収
納容器を落下させてしまうことがある。その場合、液体収納容器には衝撃が作用する。
【０００３】
　液体収納容器には、衝撃をあまり許容できない部位が存在することがある。例えば、液
体収納容器に、その液体収納容器についての情報が記憶され、情報記憶素子と液体吐出装
置本体との間で情報のやり取りが行われる情報記憶素子が取り付けられている場合がある
。このような情報記憶素子が衝撃を受けると、情報の伝達精度が影響を受ける可能性があ
る。
【０００４】
　特許文献１には、情報記憶素子が取り付けられた液体収納容器が開示されている。特許
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文献１に開示された液体収納容器は、情報記憶素子が取り付けられる部分の周囲にスリッ
トが形成されることによって変位し易い領域が形成され、その領域の弾性変形によって不
意の衝撃が吸収される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３０７７１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、変位し易い領域の弾性変形によって吸収できないような大きな衝撃が液
体収納容器に作用する可能性もある。特許文献１に記載のような構成の場合、液体収納容
器における情報記憶素子に取り付けられた部位に衝撃が作用し、情報記憶素子や電気的な
接続部が変形し、情報の伝達精度が影響を受ける可能性がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、液体収納容器に衝撃が作用する場合であっても、液体収納容器の記
憶素子が取り付けられた部位に作用する衝撃を少なくすることができる液体収納容器及び
液体吐出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、内部に液体を収納可能な液体収納容器であって、前記液体収納容器の外壁は
、第１の面と、前記第１の面に隣接し互いに対向する第２の面及び第３の面と、前記第１
の面、前記第２の面及び前記第３の面に隣接する第４の面とを有し、前記第１の面と前記
第２の面との境界及び前記第１の面と前記第３の面との境界は、前記第１の面と前記第４
の面との境界よりも長く、前記第１の面には、前記液体収納容器に関する情報を記憶する
記憶素子を収納する空間があり、前記第１の面及び前記第２の面には、前記第１の面と前
記第２の面との前記境界を跨ぐ第１の凹部があり、前記第１の面及び前記第３の面には、
前記第１の面と前記第３の面との前記境界を跨ぐ第２の凹部があり、前記第１の凹部及び
前記第２の凹部は、前記空間を挟んで対向し、前記第１の凹部の内部には梁があることを
特徴とする。
　また、本発明は、内部に液体を収納可能な液体収納容器であって、前記液体収納容器の
外壁は、第１の面と、前記第１の面に隣接し互いに対向する第２の面及び第３の面を有し
、前記第１の面には、前記液体収納容器に関する情報を記憶する記憶素子を収納する空間
があり、前記第１の面及び前記第２の面には、前記第１の面と前記第２の面との境界を跨
ぐ第１の凹部があり、前記第１の面及び前記第３の面には、前記第１の面と前記第３の面
との境界を跨ぐ第２の凹部があり、前記第１の面側から見て、前記第１の凹部及び前記第
２の凹部は、前記空間を挟んで対向し、それぞれ両側の部分が突出し両側の部分に囲まれ
た部分が凹部となっており、前記第１の凹部の前記第１の面からの深さをＺ２、前記第１
の凹部の深さの方向に沿う前記記憶素子の前記第１の面からの長さをＺ３としたとき、Ｚ
３＜Ｚ２であることを特徴とする。
　また、本発明は、内部に液体を収納可能な液体収納容器であって、前記液体収納容器の
外壁は、第１の面と、前記第１の面に交差する面に平行な互いに対向する第２の面及び第
３の面と、前記第１の面と対向する面を有し、前記液体収納容器に関する情報を記憶する
記憶素子が取り付けられた領域と、前記第１の面から前記第１の面と対向する前記面に向
かう方向に、くぼんだ第１の凹部と第２の凹部とを有し、前記第１の凹部は前記第２の面
に開放され、前記第２の凹部は前記第３の面に開放され、前記記憶素子が取り付けられた
前記領域は、前記第１の面側からみて前記第１の凹部と前記第２の凹部によって挟まれ、
前記第１の面側から見て、前記第１の凹部及び前記第２の凹部は、前記領域を挟んで対向
し、それぞれ両側の部分が突出し両側の部分に囲まれた部分が凹部となっており、前記第
１の凹部の前記第１の面からの深さをＺ２、前記第１の凹部の深さの方向に沿う前記記憶
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素子の前記第１の面からの長さをＺ３としたとき、Ｚ３＜Ｚ２であることを特徴とする。
　また、本発明は、内部に液体を収納可能な液体収納容器であって、前記液体収納容器の
外壁は、第１の面と、前記第１の面に交差する面に平行な互いに対向する第２の面及び第
３の面と、前記第１の面と対向する面を有し、前記液体収納容器に関する情報を記憶する
記憶素子が取り付けられた領域と、前記第１の面から前記第１の面と対向する前記面に向
かう方向に、くぼんだ第１の凹部と第２の凹部とを有し、前記第１の凹部は前記第２の面
に開放され、
前記第２の凹部は前記第３の面に開放され、前記第２の面側からみて、前記第１の凹部を
通して、前記記憶素子が取り付けられた前記領域の一部を画定し前記第２の面に沿う壁が
見え、前記第３の面側からみて、前記第２の凹部を通して、前記記憶素子が取り付けられ
た前記領域の一部を画定し前記第３の面に沿う壁が見え、前記第１の面側から見て、前記
第１の凹部及び前記第２の凹部は、前記領域を挟んで対向し、それぞれ両側の部分が突出
し両側の部分に囲まれた部分が凹部となっており、前記第１の凹部の前記第１の面からの
深さをＺ２、前記第１の凹部の深さの方向に沿う前記記憶素子の前記第１の面からの長さ
をＺ３としたとき、Ｚ３＜Ｚ２であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、液体収納容器に衝撃が作用する場合であっても、液体収納容器の記憶
素子が取り付けられた部位に作用する衝撃を少なくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】液体収納容器を装着した液体吐出装置の斜視図である。
【図２】（ａ）は図１の液体吐出装置に装着される液体収納容器の斜視図であり、（ｂ）
は液体収納容器の構成を分解して示した分解斜視図である。
【図３】図２（ａ）の液体収納容器の一部を上方から見た図である。
【図４】図３の液体収納容器におけるＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図である。
【図５】液体収納容器に外力が作用したときの液体収納容器の状態を示した平面図である
。
【図６】凹部の内部に梁の形成されていない液体収納容器に外力が作用したときの液体収
納容器の状態を示した断面図である。
【図７】凹部の内部に梁の形成された液体収納容器の一部を示した斜視図である。
【図８】図７の液体収納容器の一部を上方から見た図である。
【図９】図８の液体収納容器におけるＩＸ－ＩＸ線に沿う断面図である。
【図１０】液体収納容器の一部を示した斜視図である。
【図１１】凹部の内部に梁の形成されていない液体収納容器の角部に外力が作用したとき
の変形の状態を示した図である。
【図１２】図１０の液体収納容器の一部を上方から見た図である。
【図１３】図１０の液体収納容器の角部に外力が作用したときの状態を示した図である。
【図１４】液体収納容器を示した平面図である。
【図１５】液体収納容器の一部を示した斜視図である。
【図１６】図１５の液体収納容器の一部を上方から見た図である。
【図１７】液体収納容器を示した平面図である。
【図１８】液体収納容器に外力が作用したときの液体収納容器の端部及び凹部の位置のそ
れぞれで作用する力を示した図である。
【図１９】液体収納容器に外力が作用したときの梁及びメカＩＤに作用する力を示した図
である。
【図２０】（ａ）は、液体収納容器を示した斜視図であり、（ｂ）は液体収納容器の構成
を分解して示した分解斜視図である。
【図２１】図２０の液体収納容器の一部を上方から見た図である。
【図２２】液体収納容器の一部を上方から見た図である。
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【図２３】液体収納容器の一部を上方から見た図である。
【図２４】液体収納容器の一部を上方から見た図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態に係る液体収納容器について、図面を参照して説明する。まず
、本発明に係る液体収納容器が装着される液体吐出装置の構成について説明する。尚、液
体収納容器としては、インクタンクが挙げられる。液体吐出装置としては、インクジェッ
ト記録装置が挙げられる。
【００１２】
　図１に示されるように、液体吐出装置１００は、記録紙やプラスチックシート等の記録
シートからなる記録媒体Ｓを搬送する搬送手段を備えており、記録媒体Ｓは搬送手段によ
って図１の矢印Ａ方向に搬送される。液体吐出装置１００は、搬送手段として、搬送ロー
ラ１５とこれに従動回転するピンチローラ２を備えている。複数のピンチローラ２は不図
示のピンチローラホルダに回転自在に保持されている。そして、記録媒体Ｓの搬送の際に
は、記録媒体Ｓは搬送ローラ１５とピンチローラ２との間に挟まれ、その状態で搬送ロー
ラ１５が駆動されて回転することにより、記録媒体Ｓがプラテン３上に案内支持されなが
ら搬送される。
【００１３】
　液体吐出装置１００は、液滴を吐出可能な記録手段としての記録ヘッド４を有している
。液体吐出装置１００では、記録ヘッド４は、記録媒体Ｓに向かって液体を吐出可能な姿
勢で、キャリッジ７に着脱可能に装着されている。キャリッジ７は、記録時に、不図示の
モータ等の駆動手段により、記録媒体搬送方向（矢印Ａ方向、副走査方向）と交差する方
向（主走査方向）に往復移動するように駆動される。このように、本実施形態では、記録
装置はキャリッジ７に装着された記録ヘッド４が記録媒体Ｓの搬送方向と交差する主走査
方向に移動しながら記録を行ういわゆるシリアルスキャン形式の液体吐出装置１００であ
る。
【００１４】
　液体吐出装置１００は、記録ヘッド４に対向する位置にプラテン３が設けられている。
プラテン３は、記録ヘッド４からのインク滴の吐出によって画像が形成されるときの記録
媒体Ｓを支持するものである。プラテン３上には、搬送方向（矢印Ａ）と交差する方向に
おける記録媒体の端部の浮き上がりを抑制するための押さえ部材１４が設けられている。
プラテン３と押さえ部材１４によって、記録ヘッド４の吐出口形成面（吐出口が配列され
た面）とこれに対向する記録媒体Ｓの表面と間の距離が所定距離に維持されている。記録
ヘッド４を装着したキャリッジ７は、２本のガイドレール５、６に沿って往復移動可能に
案内支持されている。
【００１５】
　ここで示す記録ヘッド４は、液体吐出のために熱エネルギーを用いる形式である。記録
ヘッド４には、発熱素子（電気熱変換素子）が備えられている。発熱素子に通電させ、そ
の発熱素子から熱エネルギーを発生させることにより、発熱素子の周囲の液体が加熱され
て膜沸騰により発泡する。そのときの発泡エネルギーによって吐出口から液滴が吐出され
る。なお、本実施形態では、液体吐出のために用いられる記録素子として熱エネルギーを
用いる発熱素子について説明したが、本発明はこれに限定されない。記録ヘッドは、この
方式の他、例えば通電させることで変形するピエゾ素子を用い、ピエゾ素子が通電に応じ
て変形することで、記録ヘッド内の液体が吐出口から押し出されて吐出される形式であっ
てもよい。また、吐出口から液滴を吐出することができるのであれば、その他の吐出方式
が用いられてもよい。
【００１６】
　記録ヘッド４には、複数のチップが形成されており、チップごとに、それぞれ異なる色
の液体（インク）を吐出するための吐出口列が設けられている。本実施形態では、複数の
色の液体を吐出可能なように、複数のチップが記録ヘッド４に設けられている。それぞれ
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のチップに形成された各吐出口列は、複数の吐出口を所定ピッチで配列して構成されてい
る。本実施形態の液体吐出装置１００では、記録ヘッド４で使用される液体の色に対応し
て、複数の独立した液体収納容器（液体収納容器）１がタンク装着ユニット９に着脱交換
可能に装着されている。タンク装着ユニット９の内部に配置された液体収納容器１は、記
録ヘッド４におけるそれぞれの液体の色ごとに対応する色のチップと供給チューブ１６に
よって接続されている。供給チューブ１６は、複数の色に対応した複数のチップに液体を
供給できるように、それぞれの液体の色に対応して複数設けられている。タンク装着ユニ
ット９に装着された各液体収納容器１に収納されたインクは、色ごとにそれぞれ独立して
記録ヘッド４のチップに供給され、記録ヘッド４内の液室に一旦貯留される。
【００１７】
　プラテン３上に搬送された記録媒体Ｓは、画像を記録された後、記録媒体Ｓが排出ロー
ラ１２とこれに従動回転する拍車１３との間に挟持された状態で排出ローラ１２が回転す
ることにより、記録媒体Ｓは液体吐出装置１００から排出される。
【００１８】
　記録ヘッド４の主走査方向への往復移動範囲内であって、記録媒体Ｓの搬送範囲外の領
域の所定位置（例えばホームポジション）に、吸引回復装置としての回復ユニット１７が
配設されている。回復ユニット１７は、吸引回復を行うことによって、記録ヘッド４から
インクの記録に関与しない排出を行う。また、回復ユニット１７は、記録ヘッド４の吐出
口形成面の汚れを払拭するための非表示の可撓性ブレード等からなるワイパー手段などを
備えている。
【００１９】
　（第１実施形態）
　次に、本実施形態の液体吐出装置で用いられる液体収納容器の構成について説明する。
図２（ａ）に、実施形態に係る液体収納容器１の斜視図を示し、図２（ｂ）に液体収納容
器１の分解斜視図を示す。
【００２０】
　液体収納容器１は、インク等の液体を収納するケース１０と、液体吐出装置１００に接
続されるジョイントユニット２０と、ケース１０及びジョイントユニット２０を保護する
カバー５０を備えて構成されている。
【００２１】
　ケース１０は、内部に液体を直接収納可能な容器である。ケース１０には、容器内部に
形成された液体の貯留部に、外部から液体を供給、或いは外部に排出することが可能な開
口部１１０が形成されている。ケース１０は、開口部１１０の形成された開口面１０１と
、開口面１０１と対向する天面１０２と、これらの間に形成された側面１０３、１０４、
１０５、１０６とを備えている。開口部１１０は、開口面１０１から突出している。開口
面１０１、天面１０２、側面１０３、１０４、１０５、１０６によって液体の貯留部が囲
まれ、容器として機能する。このように、液体収納容器１は、ケース１０及びカバー５０
が組み立てられて構成され、液体収納容器１は、組み立てられた状態で液体を収納可能な
外壁を備えている。液体収納容器１は、外壁によって囲まれた容器の内部に液体を収納可
能な構成である。
【００２２】
　上述した通り、液体収納容器１は、カバー５０を備えている。カバー５０は、ケース１
０における開口部１１０の形成された側の面を覆うように取り付けられる。カバー５０に
は、記憶素子ユニット６０を収納する空間（記憶素子収納領域）５２が形成されている。
記憶素子ユニット６０は、記憶素子収納領域５２内でカバー５０に直接組み付けられる。
記憶素子ユニット６０のカバー５０への組み付け方法としては、両面テープやホットメル
ト、もしくはカシメによる固定等が挙げられる。
【００２３】
　記憶素子収納領域５２は、液体吐出装置側（図中Ｚ方向）に開口している。記憶素子収
納領域５２は、後述する記憶素子ユニット６０と液体吐出装置を電気接続させる液体吐出
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装置側コネクタが内部に挿入されることが可能に構成されている。
【００２４】
　記憶素子収納領域５２内では、回路基板６１の接点部６１１が液体供給部１１側を向く
ように固定されていることが好ましい。即ち、接点部６１１と液体供給部１１の間には、
液体吐出装置側のコネクタが侵入するための隙間が生じる。そのため、液体収納容器１の
液体供給部１１から液体が垂れてきても、液体がこの隙間にトラップされ、接点部６１１
に液体が付着することが抑制される。
【００２５】
　カバー５０には、ケース１０の開口部１１０及びジョイントユニット２０に対応する位
置に接続口５１が設けられている。そのため、カバー５０をケース１０に組み付けること
で、液体収納容器１の液体供給部１１が形成される。液体吐出装置１００に液体収納容器
１を装着する際には、液体供給部１１を介して、液体吐出装置１００と液体収納容器１の
内部とが接続されるようになっている。
【００２６】
　ケース１０とカバー５０との間には、ジョイントユニット２０が配置されている。カバ
ー５０がジョイントユニット２０を覆うように、ジョイントユニット２０をケース１０と
カバー５０との間に挟んだ状態で、ケース１０にカバー５０が接続される。従って、ケー
ス１０内部における液体の貯留部とカバー５０における接続口５１との間の液体流路が、
ジョイントユニット２０を介して接続されている。ジョイントユニット２０は、ケース１
０の開口部１１０に、熱板溶着等によって溶着される。
【００２７】
　ジョイントユニット２０は、ジョイント部材２１、弾性部材２２ａ、２２ｂ及び固定部
材２３を備えて構成されている。ジョイント部材２１には、それを貫通してケース１０内
に通じている液体導出口２１１と大気導入口２１２のそれぞれから延びる２つの流路が形
成されている。液体導出口２１１からケース１０の開口部１１０に延在するように、ジョ
イント部材２１内部に液体流路が形成されている。また、同様に大気導入口２１２から開
口部１１０に延在するように、空気の流路が形成されている。従って、液体導出口２１１
と大気導入口２１２とは、ジョイント部材２１内部に形成された液体流路及び空気の流路
のそれぞれの供給口として機能する。
【００２８】
　液体導出口２１１には弾性部材２２ｂが、大気導入口２１２には弾性部材２２ａが、そ
れぞれ圧縮されて挿入される。弾性部材２２ａ、２２ｂが大気導入口２１２及び液体導出
口２１１のそれぞれに挿入された状態で、その上から、固定部材２３がジョイント部材２
１に取り付けられる。固定部材２３には、それぞれの供給口に対応する位置に、固定部材
２３を貫通して液体流路及び空気の流路が形成されている。固定部材２３を弾性部材２２
ａ、２２ｂに当接させた状態で、外側から超音波溶着等を行うことによって、固定部材２
３と弾性部材２２ａ、２２ｂとが溶着される。
【００２９】
　また、ジョイント部材２１の内部に形成された液体流路及び空気の流路と、固定部材２
３の内部に形成された液体流路及び空気の流路との間に、弾性部材２２ａ、２２ｂを配置
した状態で、ジョイント部材２１と固定部材２３とが接続される。これにより、液体流路
及び空気の流路の途中に弾性部材２２ａ、２２ｂを配置した状態で、ジョイント部材２１
と固定部材２３とのそれぞれに形成された液体の流路及び空気の流路が形成される。この
ようにジョイントユニット２０が構成されることにより、弾性部材２２ａ、２２ｂは各流
路内に圧縮されて固定される。それぞれの流路では、内部で気密性が保たれるように、そ
れぞれの流路が弾性部材２２ａ、２２ｂによってシールされている。
【００３０】
　液体収納容器１が液体吐出装置１００に装着されていない状態においては、弾性部材２
２ａ、２２ｂにより液体の流路及び空気の流路がシールされているので、ケース１０内の
気密性は保たれる。液体吐出装置の本体側には、液体収納容器１が液体吐出装置に装着さ
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れた際の液体収納容器１のカバー５０における接続口５１に対向する位置に、液体供給針
および空気導入針（共に不図示）が設けられている。従って、液体収納容器１が液体吐出
装置に装着されると、液体吐出装置側に取り付けられた液体供給針及び空気導入針がそれ
ぞれ弾性部材２２ａ、２２ｂを貫通する。これにより、液体収納容器１の内部と液体吐出
装置側とが接続される。
【００３１】
　液体収納容器１が液体吐出装置に装着される前の状態では、液体収納容器１におけるケ
ース１０とカバー５０との間は、弾性部材２２ａ、２２ｂによってシールされている。液
体収納容器１が液体吐出装置に装着されたときに初めて弾性部材２２ａ、２２ｂが液体供
給針及び空気導入針によって貫通されて、これらの間の液体の流路及び空気の流路が連通
する。そのため、液体収納容器１が液体吐出装置に装着される前の段階では、弾性部材２
２ａ、２２ｂが液体の流路及び空気の流路を確実にシールしているので、液体貯留部の内
部の液体が十分に保持される。また、液体貯留部の気密性が保たれる。従って、液体収納
容器１が市場に流通している状態での液体収納容器１からのインクの漏れを抑制すること
ができる。弾性部材２２ａ、２２ｂを構成する材料としては、ブチルゴム等のゴム材や、
エラストマー等の熱可塑性樹脂材などの柔軟性のある材料が挙げられる。
【００３２】
　本実施形態においては、上記のような、弾性部材２２ａ、２２ｂが圧縮されて固定され
るシール構成を用いて説明したが、本発明はこれらの構成に限定されるものではない。例
えば、バネによりバルブ部材をシールゴムに付勢することで開口をシールするような構成
であってもよい。液体吐出装置に装着されていないときには、液体収納容器の開口が十分
にシールされ、その部分が液体吐出装置への装着時に開放されるものであればよい。また
、液体吐出装置側が供給口と大気連通口が一体形成された一軸二流路ニードルを有し、そ
れに対応して液体収納容器１側の供給口が一か所のみであってもよい。
【００３３】
　液体収納容器１は、記憶素子ユニット６０を有している。記憶素子ユニット６０は、記
憶素子６２を備えている。記憶素子６２は、液体収納容器に関する情報（例えば液体の色
の情報、液体収納容器固有の情報）を記憶しており、液体吐出装置に液体収納容器１が装
着された状態で、液体吐出装置１００との間で情報交換を行うことが可能である。液体吐
出装置１００と液体収納容器１が交換する情報としては、液体の量、液体の色、液体収納
容器が正しい位置に配置されているか等がある。液体が無くなったときには、ユーザー自
身が液体収納容器を交換することが多いため、液体吐出装置が液体残量をユーザーに知ら
せる構成を備えていることが好ましい。また、液体収納容器１が正しい位置に配置されて
いない場合には、ユーザーに適切な位置に配置させることを促すために、ユーザーにその
ことを知らせることが好ましい。このような、液体収納容器１と液体吐出装置１００の本
体との間の情報の授受を行う手段として、液体収納容器１に記憶素子６２が設けられてい
る。
【００３４】
　記憶素子６２は、回路基板６１に接触するように配置されている。回路基板６１は、液
体吐出装置側に固定されたコネクタに設けられた接点部と接触して電気的に接続される接
点部６１１を備えている。これらが一体となり記憶素子ユニット６０を形成している。
【００３５】
　記憶素子６２は、電気的な信号を介して液体吐出装置１００の本体側との間で情報の授
受を行うため、信号の精度を高く保つために、配置位置が高い精度を保っていることが求
められる。よって、液体収納容器１に衝撃が作用したとした場合に、その衝撃が記憶素子
６２に伝達されることは好ましくない。衝撃によって記憶素子ユニット６０が変形し、記
憶素子６２の配置位置が所定の位置からずれてしまうと、液体吐出装置１００の本体側と
の間で授受の行われる情報の精度が低下してしまう可能性がある。そのため、記憶素子６
２が収納された空間（記憶素子収納領域５２）は、他の領域と比較して、許容される変形
の量が小さい。
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【００３６】
　図３および図４を用いて、記憶素子収納領域５２の周辺の構成について説明する。図３
は、液体収納容器１におけるカバー５０の、記憶素子収納領域５２近傍を、Ｚ方向に沿っ
て上方から見た概略的な平面図である。図３では、図２（ａ）に示されるカバー５０にお
ける記憶素子ユニット６０（記憶素子）の配置された側の一部のみが示されている。
【００３７】
　図４は、図３におけるＩＶ－ＩＶ線に沿う概略的な断面図である。カバー５０における
記憶素子収納領域５２の形成された側（図３に示される＋Ｙ方向側）の端部を、カバー端
面５０３とする。カバー端面５０３には、識別手段（以下メカＩＤと称する）５３が設け
られている。メカＩＤ５３は、液体収納容器１の誤装着を防ぐために、液体収納容器の種
類ごとに異なった構成となるように設けられている。特定の種類の液体収納容器が適切で
ない位置に装着された場合には、メカＩＤ５３と液体吐出装置１００の本体側の構成とが
干渉し、その液体収納容器が液体吐出装置１００の本体に装着できないようになっている
。このように、任意の液体収納容器に対し、それぞれの液体収納容器の種類に対応した適
切な位置に配置されないと、その液体収納容器を適切な位置に配置することができない。
すなわち、メカＩＤ５３が、液体収納容器の種類を識別する識別手段として機能している
。メカＩＤ５３は、複数の突起５３２ａ、５３２ｂ、５３２ｃ、５３２ｄ，５３２ｅと、
突起５３２ａ、５３２ｂ、５３２ｃ、５３２ｄ、５３２ｅ間をつなぐ複数の梁５３１ａ、
５３１ｂ、５３１ｃ、５３１ｄ、５３１ｅ、５３１ｆとを備えて構成されている。
【００３８】
　メカＩＤ５３は、それぞれの種類の液体収納容器ごとに定められたメカＩＤ５３の形状
となるように、液体収納容器の種類ごとに異なった形状に形成される。ここでは、上記の
ように構成されたメカＩＤから、液体収納容器の種類ごとに定められた部分が除去される
ことにより、液体収納容器の種類ごとに定められた形状となるように、メカＩＤ５３が形
成される。具体的には、液体収納容器の種類ごとに、除去される梁５３１が選択される。
また、液体吐出装置側では、除去された梁５３１に対応した位置に突起が設けられている
。こうすることで、液体収納容器の種類ごとに、液体収納容器側のメカＩＤ５３及び液体
吐出装置側の突起の形状が変化し、それぞれの液体収納容器が誤装着防止機能を有するこ
とになる。
【００３９】
　また、このとき各梁５３１は、カバー５０の内側面５０４ａ、５０４ｂ、５０４ｃ、５
０４ｄ、５０４ｅ、５０４ｆに対し、それぞれクリアランス５３３ａ、５３３ｂ、５３３
ｃ、５３３ｄ、５３３ｅ、５３３ｆが設けられて形成されている。それにより、メカＩＤ
５３の各部を梁５３１と突起５３２および梁とカバーの内側面５０４によって形成される
クリアランス５３３を有する凹部５３４ａ、５３４ｂ、５３４ｃ、５３４ｄ、５３４ｅ、
５３４ｆとなっている。
【００４０】
　ところで、上述したように、液体収納容器１に衝撃が作用したとした場合に、その衝撃
が記憶素子６２に伝達されることは好ましくない。このため、本発明の液体収納容器１は
、外壁の特定の箇所に凹部を有している。この点について以下説明を行う。
【００４１】
　液体収納容器の外壁のうち、図３で示されている面を第１の面とする。第１の面には、
記憶素子を収納する空間（記憶素子収納領域５２）がある。第１の面から垂直方向に記憶
素子を収納する空間が設けられており、この記憶素子を収納する空間が第１の面に開口し
ている。この第１の面に隣接する第２の面（図２のＳ２の面）には、第１の凹部５１０が
ある。第１の凹部５１０は、第１の面と第２の面との境界を跨ぐ凹部であり、第１の面か
ら第２の面に渡って形成されている。一方、第１の面に隣接し、第２の面と対向する第３
の面には、第２の凹部５２０がある。第２の凹部５２０は、第１の面と第３の面との境界
を跨ぐ凹部であり、第１の面から第３の面に渡って形成されている。即ち、第２の面と第
３の面とは、互いに対向する面であって、それぞれ第１の凹部５１０と第２の凹部５２０
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とを有する。そして、図３にも示されている通り、第１の凹部５１０と第２の凹部５２０
とは、記憶素子を収納する空間（記憶素子収納領域５２）を挟んで対向するように配置さ
れている。本発明の液体収納容器１は、このような第１の凹部５１０と第２の凹部５２０
とを有することにより、液体収納容器１に衝撃が作用した場合にも、記憶素子を収納する
空間にその衝撃が強く作用することを抑制することができる。よって、記憶素子を収納し
ている空間の変形や、記憶素子の位置ずれ、変形を抑制することができる。特に２つの凹
部が記憶素子を収納する空間を挟んで対向しているので、様々な方向からの記憶素子を収
納している空間への衝撃を抑制することができる。
【００４２】
　液体収納容器の内部に収納された液体を液体吐出装置に供給する供給口は、図２の接続
口５１の位置にある。即ち、供給口は第１の面にあることとなる。
【００４３】
　上述したメカＩＤ５３は、第３の凹部である。上記第１の面と第２の面と第３の面に隣
接する面を第４の面とする。そして第１の面及び第４の面に、図３で示すメカＩＤ５３、
即ち第３の凹部がある。第３の凹部は、第１の面と第４の面との境界を跨ぐ凹部である。
第３の凹部はメカＩＤとしても機能する場合があるので、複数存在することが好ましい。
図３では、第３の凹部は６個示されている。
【００４４】
　液体収納容器を液体吐出装置に装着する際の方向を装着方向とする。このとき、第２の
面及び第３の面は、装着方向に対して平行に延在する面となる。また、第４の面も、装着
方向に対して平行に延在する面となる。液体収納容器を液体吐出装置に装着する際には、
第１の面を液体収納容器に対向させた状態で装着していくことになる。第１の面は、装着
方向に対して垂直に延在する面となる。
【００４５】
　第１の凹部５１０と第２の凹部５２０と記憶素子収納領域５２との間には、記憶素子収
納領域５２を挟んで、それぞれ梁５１１、５２１が設けられている。梁５１１、５２１は
、液体収納容器のカバー５０の２つの側面である第２の面５０１、第３の面５０２と平行
に延在している。
【００４６】
　また、図４に示されるように、記憶素子収納領域５２の－Ｚ方向側には、液体吐出装置
の電気コネクタが挿入されるための開口部が設けられている。さらに、本実施形態におい
て、ケース１０における－Ｚ方向側の端部の面は、ケース１０の記憶素子収納領域５２に
対応した面１２０として形成されている。ただし、記憶素子収納領域５２の＋Ｚ方向側の
面に関しては、上記のようにケース１０によって形成されることに限らず、カバー５０に
同様の面が設けられてもよい。
【００４７】
　本実施形態では、記憶素子収納領域５２のＺ方向に沿う長さ（高さ）をＺ１、第１の凹
部５１０と第２の凹部５２０のＺ方向に沿う長さをＺ２、記憶素子ユニット６０のＺ方向
に沿う長さをＺ３とした場合、Ｚ３＜Ｚ２＜Ｚ１の関係が満たされている。記憶素子ユニ
ット６０には衝撃による変形の影響をなるべく受けさせないように、第１の凹部５１０と
第２の凹部５２０におけるＺ方向に沿う長さを、記憶素子ユニット６０のＺ方向に沿う長
さよりも長く形成している。これにより、記憶素子ユニット６０に衝撃による影響が及ぶ
ことがより抑制される。
【００４８】
　第１の凹部５１０と第２の凹部５２０がカバー５０に形成されることの効果を、より詳
細に述べる。上述のように、カバー５０の記憶素子収納領域５２に衝撃が伝達されること
は好ましくない。ところが、落下等により局所的な衝撃がカバー５０に作用した場合には
、図５に示すように、第２の面５０１、第３の面５０２の記憶素子収納領域５２近傍に、
矢印３０１のような衝撃が作用する可能性がある。図５（ａ）に、第１の凹部５１０及び
第２の凹部５２０が形成されていないカバー５０に、側面に衝撃が作用した場合の力の伝
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達する方向とそれによる変形について示す。カバー５０に第１の凹部５１０及び第２の凹
部５２０が形成されていない場合には、図５（ａ）に示されるように、記憶素子収納領域
５２に直接衝撃が伝わる。このときの衝撃による力が矢印３０２のように伝達することに
よって、記憶素子収納領域５２に変形が起こる可能性がある。
【００４９】
　これに対し、本実施形態の液体収納容器１では、カバー５０における記憶素子収納領域
５２の近傍に、記憶素子収納領域５２を挟んで対向する第１の凹部５１０及び第２の凹部
５２０が形成されている。カバー５０に第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０が形成さ
れることで、液体収納容器が落下したとき等の衝撃が、カバー５０における第１の凹部５
１０及び第２の凹部５２０の形成されていない部分で分散される。そのため、衝撃による
力が、記憶素子収納領域５２近傍の梁５２１、５１１に直接伝達されることを抑制でき、
記憶素子収納領域５２の変形が抑制される。
【００５０】
　第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０におけるＹ方向に沿う幅Ｙ２は、記憶素子収納
領域５２のＹ方向に沿う幅Ｙ１よりも大きくすることが好ましい。但し、第１の凹部５１
０及び第２の凹部５２０の幅Ｙ２をあまり大きくしてしまうと、第１の凹部５１０及び第
２の凹部５２０が、液体供給部１１もしくは端面５０３側に向かう方向に拡大されてしま
う。これにより、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の周りの部分の強度が低下し、
液体供給部１１あるいは端面５０３に衝撃が加わった際に、第１の凹部５１０及び第２の
凹部５２０付近の領域が変形してしまう可能性がある。そのため、第１の凹部５１０及び
第２の凹部５２０におけるＹ方向に沿う幅Ｙ２の幅は、Ｙ１の幅に対し±５０％以内とす
ることが好ましい。ただし、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の端面側側壁５１４
、５２４は、Ｙ方向において、記憶素子収納領域５２における端面５０３側の内面５２ａ
と同位置もしくは端面５０３側に位置していることが好ましい。
【００５１】
　さらに、第３の凹部５３４における内側の側面としての内側面５０４は、カバー５０の
端面５０３近傍の強度を確保するために、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０から２
ｍｍ以上、カバー５０におけるＹ方向の外側に位置していることが好ましい。即ち、第１
の凹部５１０及び第２の凹部５２０におけるＹ方向の端部の位置と、第３の凹部５３４に
おける内側の内側面５０４との間の距離ｌ１が２ｍｍ以上あることが好ましい。
【００５２】
　（第２実施形態）
　次に、第２実施形態における液体収納容器１ａについて説明する。第１実施形態の液体
収納容器１においては、カバー５０に第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０が形成され
ることにより、記憶素子ユニット６０を囲む壁の厚みが薄くなっている。そのため、記憶
素子ユニット６０を囲む壁で座屈が生じる可能性がある。
【００５３】
　図６に、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の内部に梁が形成されていない状態の
、液体収納容器１ａの液体供給部１１側から記憶素子収納領域５２近傍に矢印で示す外力
４０１ａ、４０１ｂが作用した状態を示す。図６は、図３におけるＩＶ－ＩＶ線に沿う概
略的な断面図である。図６に示されるように、外力４０１ａ、４０１ｂがカバーに作用す
ると、外力４０１ａ、４０１ｂは、カバーを介してケース１０に伝達される。外力４０１
ａ、４０１ｂがケース１０に伝達されると、ケース１０から、反力４０２ａ、４０２ｂが
、カバーに作用する。この場合、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０に対応した位置
の梁５１１、５２１が、矢印４０３ａ、４０３ｂの方向（もしくはその反対方向）に撓ん
でしまう可能性がある。このように、梁５１１、５２１で座屈が生じると、それにより、
記憶素子収納領域５２に外力が作用し、記憶素子収納領域５２が変形する可能性がある。
【００５４】
　これに対して、図７に示されるように、梁５１１、５２１に座屈が生じることを抑制す
るために、凹部５１０、５２０内に梁７１１、７２１が設けられることが好ましい。図７
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に、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の内部に梁７１１、７２１が設けられたカバ
ー５０ａの斜視図を示す。また、図８に、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の内部
に梁７１１、７２１が設けられたカバー５０ａにおける、メカＩＤ５３の形成された側の
一部について上方から見た平面図を示す。
【００５５】
　第２実施形態では、梁７１１、７２１は、Ｘ方向に沿って延在して形成されている。即
ち、梁は、第１の面と第２の面との境界、第１の面と第３の面との境界に対して垂直に延
在している。
【００５６】
　図８に示されるように、梁７１１、７２１は、Ｘ方向に沿って、カバー５０ａの側面５
０１、５０２よりも外側に突出しない程度の長さに形成されている。図８では、梁７１１
、７２１が、Ｘ方向に沿って、カバー５０ａの側面５０１、５０２と同じ長さとなるよう
に、カバー５０の側面５０１、５０２と同じ位置まで形成されている。
【００５７】
　図９に、カバー５０ａにＺ方向に沿って外力が加えられたときの外力を示した、カバー
５０ａの断面図を示す。図９は、図８におけるＩＸ－ＩＸ線に沿う断面図である。第１の
凹部５１０及び第２の凹部５２０の内部に梁７１１、７２１が形成されているので、図９
に示されるように、記憶素子収納領域５２にＺ方向に外力７０１ａ、７０１ｂが加わった
ときの記憶素子収納領域５２の変形が抑制できる。
【００５８】
　以下、記憶素子収納領域５２にＺ方向に外力７０１ａ、７０１ｂが作用し、またケース
１０側から反力７０２ａ、７０２ｂが作用したときの梁７１１、７２１の作用について説
明する。
【００５９】
　梁５１１、５２１に、外力７０１ａ、７０１ｂ及び反力７０２ａ、７０２ｂが作用する
ことにより、梁５１１、５１２が圧縮される方向に、Ｚ方向に沿って力を受ける。このと
き、カバー５０ａにおける第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の内部に梁７１１、７
２１が形成されているので、カバー５０に作用する外力が梁５１１、５２１に作用する力
と梁７１１、７２１に作用する力とに分散される。従って、梁５１１、５２１に作用する
外力が小さくなるので、梁５１１、５２１が変形することを抑制することが可能になる。
【００６０】
　なお、図８に示される梁７１１、７２１のＹ方向に沿う長さＹ４は、なるべく小さくす
ることが好ましい。梁７１１、７２１におけるＹ方向に沿う長さＹ４を小さくすることに
より、梁７１１、７２１に外力が作用したときに梁７１１、７２１が変形し易くなる。梁
７１１、７２１が容易に変形するので、カバー５０ａの側面５０１、５０２側に衝撃が加
わったときに、梁７１１、７２１が変形することにより、梁７１１、７２１が衝撃のエネ
ルギーを吸収することができる。これにより、カバー５０ａに作用する衝撃が緩和され、
記憶素子収納領域５２の変形がより抑制される。
【００６１】
　なお、第２実施形態では、記憶素子収納領域５２を含む面（第１の面）と、その面に隣
接する面（第２の面、第３の面）との境界に対して垂直に延在する梁７１１、７２１が設
けられている形態について説明した。しかしながら、本発明は上記実施形態に限定されず
、記憶素子収納領域５２を含む面（第１の面）と、その面に隣接する面（第２の面、第３
の面）との境界に対して平行に延在するように、梁７１１、７２１が設けられていてもよ
い。
【００６２】
　（第３実施形態）
　次に、第３実施形態における液体収納容器１ｂについて説明する。第３実施形態の液体
収納容器１ｂでは、凹部におけるＺ方向の中間の位置に、ＸＹ方向に沿って形成された梁
７１２、７２２が形成されている。
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【００６３】
　図１０に、第３実施形態における液体収納容器１ｂのカバー５０ｂの斜視図を示す。第
３実施形態のカバー５０ｂでは、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０におけるＺ方向
の中間の位置に梁７１２、７２２が設けられているので、カバー５０ｂが変形することを
より抑制できる。
【００６４】
　図１１に、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０に梁７１２、７２２の形成されてい
ない状態のカバーの平面図を示す。図１１に示されるカバーにおいて、角部５０３ａ、５
０３ｂ付近に外力８０１が作用した場合、角部５０３ａ、５０３ｂ付近の一部が外力８０
１によって押され、外力８０１の作用した方向に変形する可能性がある。図１１に示され
るように、外力８０１によって、角部５０３ａが押され、角部５０３ａの近傍が変形する
と共に、その影響で凹部５２０の側壁５２３が変形する。これにより、上述したメカＩＤ
５３における角部５０３ａに近接した側の梁５３１ａの位置がずれてしまう可能性がある
。液体吐出装置側の対応するメカＩＤ５３の一部の位置がずれてしまうと、液体収納容器
の種類の識別を精度良く行うことができない可能性がある。これにより、液体収納容器に
おける誤装着防止機能が損なわれる可能性がある。
【００６５】
　これに対し、第３実施形態では、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の内部に梁７
１２、７２２が設けられている。梁７１２、７２２は、第１の凹部５１０及び第２の凹部
５２０の内部におけるＺ方向の中間の位置に、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の
ＸＹ方向の平面によって形成されて設けられている。梁７１２、７２２は、ＸＹ方向にお
いて、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の内部の領域を部分的に占めるように形成
されている。従って、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０における、側壁が移動する
ような圧縮、引っ張りによる変形に対し、梁７１２、７２２が抵抗となる。従って、第１
の凹部５１０及び第２の凹部５２０を形成する部分の側壁が変形することを抑制すること
ができる。第３実施形態では、梁７１２、７２２は、Ｙ方向に沿って延びて形成されてい
る。
【００６６】
　図１２に、第３実施形態に、カバー５０ｂにおける記憶素子収納領域５２近傍の一部に
ついて、Ｚ方向の上方から見た概略的な平面図を示す。図１２に示されるように、梁７１
２、７２２は、それぞれ梁５１１、５２１の側面から離間して配置されている。本実施形
態では、Ｘ方向に関して、梁７１２、７２２の側面の位置がカバー５０ｂにおける側面５
０１、５０２の位置と同じ位置となるように、梁７１２、７２２が配置されている。この
ように梁７１２、７２２が第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の内部に配置されてい
るので、カバー５０の側面５０１、５０２側から梁７１２、７２２に外力が加わったとし
ても、記憶素子収納領域５２に直接衝撃が加わることを抑制することができる。
【００６７】
　　図１３に、第２の凹部５２０の内部に梁７１２、７２２を設けた際に、カバー５０ｂ
における角部５０３ａに外力が加わったときの記憶素子収納領域５２近傍についての平面
図を示す。図１３に示されるように、カバー５０ｂの角部５０３ａに外力８０１が加わっ
たとしても、第２の凹部５２０に梁７２２が設けられているので、梁７２２が第２の凹部
５２０の側壁５２３、５２４を支持する。従って、側壁５２３、５２４の変形を抑えるこ
とができ、そのことによる角部５０３ａの変形を抑制することができる。そのため、メカ
ＩＤ５３の梁５３１ａの位置がずれることを抑制することができ、メカＩＤ５３による液
体収納容器の識別手段としての精度を維持することができる。結果的に、液体収納容器の
誤装着を抑制することができる。
【００６８】
　また、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の内部に形成された梁７１２、７２２を
、液体収納容器の種類を識別する識別手段としてのメカＩＤと構成することもできる。図
１４に、梁７１２、７２２をメカＩＤとして形成した場合の、カバーの概略的な平面図を
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示す。
【００６９】
　梁７１２、７２２のうちのいずれか１つを除去し、液体吐出装置における本体側の液体
収納容器装着部の構成を対応して形成されることとしてもよい。即ち、梁が複数あって、
複数の梁は液体収納容器の種類に応じて一部が除去されていてもよい。これにより、適切
な種類の液体収納容器のみ、液体吐出装置の本体側の対応した位置に装着することが可能
となる。
【００７０】
　（第４実施形態）
　次に、第４実施形態における液体収納容器１ｃについて説明する。第２実施形態では、
第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の内部に、ＺＸ方向の平面に沿って延在した梁が
形成されている。また、第３実施形態では、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の内
部に、ＸＹ方向の平面に沿って延在した梁が形成されている。第４実施形態では、第１の
凹部５１０及び第２の凹部５２０の内部に、ＺＸ方向の平面に沿って延在した梁と、ＸＹ
方向の平面に沿って延在した梁とのいずれもが形成されている。即ち、梁としては、第１
の面と第２の面との境界または第１の面と第３の面との境界に対して垂直に延在している
梁と、第１の面と第２の面との境界または第１の面と第３の面との境界に対して平行に延
在している梁とが両方とある。
【００７１】
　図１５に、第４実施形態における液体収納容器１ｃのカバー５０ｃについて示した斜視
図を示す。図１６に、第４実施形態の液体収納容器のカバー５０ｃについての概略的な平
面図を示す。ＺＸ方向の平面に沿った梁と、ＸＹ方向の平面に沿った梁の両方が第１の凹
部５１０及び第２の凹部５２０の内部に形成されているので、Ｙ方向に沿う外力ＢとＸ方
向に沿う外力Ｃとの両方に対して、梁が支持することができる。従って、液体収納容器１
ｃのカバー５０ｃが変形することをより確実に抑制することができる。また、記憶素子ユ
ニット６０がカバー５０ｃから脱落することをより確実に抑制することができる。具体的
には、図１６に示されるように、梁７１２、７２２が分断され、梁７１２、７２２のそれ
ぞれの中間の位置に梁７１１、７２１が配置されることによって、４つの梁７１２ａ、７
１２ｂ、７２２ａ、７２２ｂが設けられている。また、これらの４つの梁７１２ａ、７１
２ｂ、７２２ａ、７２２ｂを、液体収納容器の種類を識別する識別手段として使用するこ
ともできる。４つの梁７１２ａ、７１２ｂ、７２２ａ、７２２ｂのうち、いずれかを除去
し、液体吐出装置側の液体収納容器の装着部に対応する構成を形成することにより、適切
な種類の液体収納容器のみ所定位置に装着可能にすることができる。
【００７２】
　このように、本実施形態においても、４つの梁７１２ａ、７１２ｂ、７２２ａ、７２２
ｂを、液体収納容器の種類を識別するためのメカＩＤとして使用することができる。図１
７に、４つの梁７１２ａ、７１２ｂ、７２２ａ、７２２ｂのうち、１つの梁７２２ａのみ
除去したカバーについての平面図を示す。このように、カバー内のメカＩＤの構成を増加
させることにより、さらに多くのメカＩＤパターン数を確保することが可能となる。従っ
て、さらに多くの種類の液体収納容器を識別することができる。
【００７３】
　次に、図１８を用いて、凹部５１０、５２０内部の梁をメカＩＤとして使用する場合の
、誤装着による装着時における、凹部側および端面側のそれぞれのメカＩＤ部へかかる荷
重について説明する。
【００７４】
　液体収納容器１ｃを液体吐出装置に装着する際、本来の位置ではない場所に誤装着され
た場合、液体収納容器１ｃ側のメカＩＤの梁と液体吐出装置の本体側のピンが干渉するこ
とにより、液体収納容器１ｃを配置することができない。液体収納容器１ｃを装着するに
あたって、ユーザーは液体収納容器１ｃにおける天面１０２の中央付近を、液体吐出装置
側に装着する方向に沿って押すことが多い。誤装着があった場合、液体収納容器を装着す
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るために液体収納容器を押すと、液体収納容器のメカＩＤが液体吐出装置側のピンと干渉
することにより反力が発生する。このときに発生するそれぞれのメカＩＤの位置での反力
について説明する。
【００７５】
　液体収納容器の装着の際の、ユーザーによって加えられる力をＦ、第１の凹部５１０及
び第２の凹部５２０付近と端面５０３付近のＺ方向の同一の位置においてＺ方向に発生す
る凹部５１０、５２０付近の反力をＦｂ、端面５０３付近の反力をＦａとする。ＦとＦａ
およびＦｂの作用する点のそれぞれを結ぶ線と、Ｆの加わる方向がなす角度をそれぞれθ
ａ、θｂとする。第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の方が端面５０３に比べ液体収
納容器１の中央に近いため、θａ＞θｂとなる。つまり、力Ｆから凹部５２０（５１０）
と端面５０３側に分散する力は、それぞれＦｃｏｓθａおよびＦｃｏｓθｂとなり、θａ
＞θｂ＞９０°の関係より、Ｆｃｏｓθｂ＞Ｆｃｏｓθａとなる。つまり、中央側に近い
第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０付近にかかる力のほうが、端面５０３付近にかか
る力よりも大きくなる。よって、誤装着状態において、第１の凹部５１０及び第２の凹部
５２０に設けた梁７２２ａ、７２２ｂおよび７１２ａ、７１２ｂに掛かる反力Ｆｂのほう
が、端面５０３の梁５３１に掛かる反力Ｆａよりも大きくなる。そのため、誤装着があっ
たときに、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の方が、端面５０３側メカＩＤ５３の
各凹部５３３ａ、５３３ｂ、５３３ｃ、５３３ｄ、５３３ｅ、５３３ｆよりも干渉による
変形が生じ易い。
【００７６】
　図１９に、図１６におけるＣ方向から見た図（図１９（ａ））とＢ方向から見た図（図
１９（ｂ））とを示す。凹部の深さを浅く形成することにより、その部分について変形し
難い形状とすることができる。上述の理由から、本実施形態においては、図１９に示され
るように、第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０のＺ方向の深さＺ２を端面５０３側の
凹部５３３の深さＺ４よりも浅く形成している。
【００７７】
　本実施形態では、梁５３１ａ、５３１ｂ、５３１ｃ、５３１ｄ、５３１ｅ、５３１ｆに
掛かる反力Ｆａよりも強い反力Ｆｂが梁７２２ａ、７２２ｂおよび７１２ａ、７１２ｂに
掛かったとしても、凹部５２０が浅く形成されている。そのため、第１の凹部５１０及び
第２の凹部５２０近傍の変形を抑制することができる。
【００７８】
　また、第１ないし第３実施形態と同様に、記憶素子収納領域５２のＺ方向深さをＺ１、
記憶素子ユニット６０のＺ寸法をＺ３とし、凹部５１０、５２０の深さをＺ２とした場合
、Ｚ３＜Ｚ２＜Ｚ１の関係が満たされる。これにより、記憶素子ユニット６０の変形を抑
制すると共に、誤装着時の第１の凹部５１０及び第２の凹部５２０の変形を抑制すること
ができる。
【００７９】
　（第５実施形態）
　次に、本発明の第５実施形態に係る液体収納容器１ｄについて説明する。図２０Ａおよ
び２０Ｂに、第５実施形態に係る液体収納容器１ｄの斜視図および分解斜視図を示す。図
２０Ａおよび２０Ｂに示されるように、液体収納容器１ｄは、記憶素子ユニット６０を、
記憶素子ユニット収納構造８０に組み付けた記憶素子ユニット結合９０として、カバー７
０によって液体収納容器１ｄに組み付ける構成となっている。カバー７０は、記憶素子ユ
ニット結合９０を収納する記憶素子ユニット結合収納領域７２を有する。記憶素子ユニッ
ト結合９０と、記憶素子ユニット結合収納領域７２との間に、クリアランス７００が設け
られている。記憶素子ユニット結合収納領域７２との間にクリアランス７００が設けられ
た状態で、記憶素子ユニット結合９０が、記憶素子ユニット結合収納領域７１の内部に取
り付けられている。
【００８０】
　図２１に液体収納容器１ｄを、記憶素子ユニット結合収納領域近傍のＺ方向の上方から
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見た概略的な断面図を示す。上述したように、カバー７０の記憶素子ユニット結合収納領
域７２と記憶素子ユニット結合９０との間には、Ｘ、Ｙ方向にクリアランス７００が設け
られている。これにより、液体収納容器１ｄの液体吐出装置への装着時に、記憶素子ユニ
ット結合９０が液体収納容器１ｄに対し相対的に移動することが可能となる。そのため、
液体収納容器１ｄが液体吐出装置側に固定的に装着された状態で、液体吐出装置側のコネ
クタに接続されるように、記憶素子ユニット結合９０が移動することができる。これによ
り、液体収納容器１ｄが液体吐出装置側に装着された状態であってもコネクタに対応する
適切な位置に記憶素子ユニット結合９０を移動させることができ、記憶素子ユニット結合
９０の位置の調節を容易に行うことができる。ここでは、クリアランス７００の範囲内で
、液体吐出装置側のコネクタに接続されるための適切な位置に、記憶素子ユニット結合９
０を移動させて記憶素子ユニット結合９０の位置を調節することができる。すなわち、記
憶素子がイコライズ可能となっており、記憶素子が液体収納容器に対して相対的に移動可
能に配置されている。これにより、液体吐出装置側のコネクタと記憶素子ユニット結合９
０との間の良好な電気接続をより確実に得ることができる。
【００８１】
　クリアランス７００の設けられた液体収納容器１ｄにおいて、落下等によって衝撃が作
用し、その衝撃により記憶素子ユニット結合収納領域７２が変形してしまうと、クリアラ
ンス７００が小さくなる。これにより、所望のイコライズ量が得られない可能性がある。
そのため、液体収納容器１ｄにおけるカバー７０には第１の凹部７１０及び第２の凹部７
２０が形成されている。記憶素子ユニット結合収納領域７２近傍に第１の凹部７１０及び
第２の凹部７２０を設けることで、落下等の衝撃による記憶素子ユニット結合収納領域７
２の変形が抑制される。これにより、記憶素子ユニット結合収納領域７２に衝撃が伝達さ
れることが抑制され、液体吐出装置側のコネクタと記憶素子ユニット結合９０との間での
良好な電気接続が維持される。
【００８２】
　なお、第５実施形態の液体収納容器においても、上記第２実施形態ないし第４実施形態
と同様に、第１の凹部７１０及び第２の凹部７２０の内部に梁が設けられてもよい。
【００８３】
　図２２に、第１の凹部７１０及び第２の凹部７２０の内部に梁７３１、７４１が設けら
れた形態のカバー７０ａの断面図を示す。第１の凹部７１０及び第２の凹部７２０には、
それぞれ、Ｘ方向に沿って形成された梁７３１、７４１が設けられている。これにより、
第１の凹部７１０及び第２の凹部７２０の周囲の部分が梁７３１、７４１によって支持さ
れ、その部分についてのＸ方向に沿った方向への強度が向上する。そのため、カバー７０
ａにＸ方向に沿った外力が第１の凹部７１０及び第２の凹部７２０の近傍に作用したとし
ても、カバー７０ａが変形することが抑制される。
【００８４】
　さらに、第１の凹部７１０及び第２の凹部７２０の内部に、Ｙ方向に沿って形成された
梁が設けられてもよい。図２３に、Ｙ方向に沿って形成された梁７３２、７４２が設けら
れた形態のカバー７０ｂについての断面図を示す。
【００８５】
　第１の凹部７１０及び第２の凹部７２０には、それぞれＹ方向に沿って形成された梁７
３２、７４２が設けられている。これにより、第１の凹部７１０及び第２の凹部７２０の
周囲の部分が梁７３２、７４２よって支持され、その部分についてのＹ方向に沿った方向
の強度が向上する。そのため、カバー７０ｂにＹ方向に沿った外力が第１の凹部７１０及
び第２の凹部７２０の近傍に作用したとしても、カバー７０ｂが変形することが抑制され
る。従って、液体吐出装置側のコネクタと記憶素子ユニット結合９０との間での良好な電
気接続が維持される。
【００８６】
　さらに、第１の凹部７１０及び第２の凹部７２０の内部に、Ｘ方向に沿って形成された
梁とＹ方向に沿って形成された梁とが設けられてもよい。図２４に、Ｘ方向に沿って形成
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された梁７３１、７４１と、Ｙ方向に沿って形成された梁７３２、７４２が設けられた形
態のカバー７０ｃについての断面図を示す。
【００８７】
　図２４に示されるように、Ｘ方向に沿って形成された梁７４１、７３１とそれぞれＹ方
向に沿って形成された梁７４２ａ、７４２ｂおよび梁７３２ａ、７３２ｂが、それぞれ第
１の凹部７１０及び第２の凹部７２０の内部に形成されている。これにより、カバー７０
ｃにおけるＸ方向及びＹ方向についての強度が向上する。従って、カバー７０ｃが変形す
ることがより確実に抑制され、液体吐出装置側のコネクタと記憶素子ユニット結合９０と
の間での良好な電気接続をより確実に維持することができる。

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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